
土地改良事業計画設計基準・計画（「計画基準」と呼んでいます）は、適正かつ効率

的な土地改良事業の実施が図られるよう、適切な事業計画を作成するために必要となる

調査・計画の基本的事項や配慮すべき事項などを定めているものです。

１ 「土地改良事業計画設計基準・計画」とは

２ 計画基準の構成及び内容

計画基準は、対象工種ごとに「基準」、「基準の運用」、「基準及び運用の解説」、

「技術書」の４つから構成されており、次のような内容となっています。

全ての事業計画作成において基準となるもの

「基準」 ・・・ 基本的事項基準」 基本的事項

「基準の運用」 ・・・ 標準的な調査・計画事項や配慮すべき事項

上記以外のもの（参考となる事項、事例など）

「基準及び基準の運用の解説」 ・・・ 「基準」、「基準の運用」の根拠や背景などの解説

「技術書」 ・・・ 地域の特性等に対応した調査・計画事例や参考となる事項

計画基準は、土地改良事業の目的、原則、基本的な要件など（食料の安定的な供給等

の食料・農業・農村基本法が掲げる基本理念の実現、技術的な実現可能性、経済的な妥

当性、環境との調和への配慮など）を満足する事業が実施されるように定めていますが、

より一層効果的な事業の実施に向けては、必要に応じて多様な地域の特性に即した弾力

的な運用や創意工夫が重要となります。

基準 基準の運用 基準及び運用の解説
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計画基準のレイアウト
（技術書は巻末に付録として掲載）

・・・・・・・・・・

（参考）土地改良事業計画設計基準の生い立ち

計画基準は、戦後間もない昭和24年、当時のＧＨＱの技師らの勧めにより検討が開始され、昭

和27年頃から設計基準と併せて徐々に制定されました。当時の計画・設計・施工の技術水準を大

きく引き上げ、今日の土地改良技術の構築に大きく寄与しました。



基礎諸元等に係る実態把握のための現地調査
計 基礎諸 査

３ 計画基準の適正な制定・改定に向けた調査の流れ

計画基準は、事業を取り巻く情勢の変化等に対応して制定・改定を行っています。

計画基礎諸元調査

（計画基礎諸元調査）

計画基準の制定・改定に必要となる基礎的な資料や最
新の情報を得るため、全国にわたって現地での実測調査
や事例収集などを行います｡

主な調査内容の例

(全国にわたる実測調査等)

水田・畑の用水量に
関する調査

新しい技術の性能等
の調査

(有識者等からの意見聴取)

計画基準改定調査

計画基準の制定・改定に向けた調査・検討
（計画基準改定調査）

制定・改定が必要となった計画基準について、文献や
事例、現地調査などで得られた基礎資料をもとに案文を
作成し、有識者等からの意見も聞きながら制定・改定を
行います （必要に応じ ホ ムペ ジなどを通じ

(有識者等からの意見聴取)

行います。（必要に応じて、ホームページなどを通じて
広く皆さんからの意見の募集も行います。）

計画基準

食料・農業・農村政策審議会
による審議

計画基準の制定・改定

計画基準

ほ場整備
（水田）

計画基準

農業用水
（畑）

計画基準

農業用水
（水田）

（事業工種ごとにとりまとめ）

議

社会経済情勢の変化や
科学技術の進歩に即応

食料自給率の向上に資する農業生産基盤整備の推進



年 度 工 種 制定・改定 主な改定内容

・既存施設の機能保全対策と更新等に関する

近年の主な制定・改定の状況は次のとおりです。

４ 主な制定・改定の状況

平成22年度 農業用水（水田） 制 定
既存施設の機能保全対策と更新等 関する
記述を追加
・環境との調和への配慮を追加

平成19年度

ほ場整備（畑） 制 定
・地域特性（傾斜区分や樹園地・施設畑等）
に応じた調査計画手法を充実
・環境との調和への配慮を追加

ほ場整備（水田） 一部改定
・生態系に配慮した水路工法の事例を充実
・簡易GPSを活用した転圧作業の事例を追加

農業用水（畑） 一部改定 ・環境配慮(景観、水質)に関する記述を充実

排 水 一部改定 ・環境配慮(景観、水質)に関する記述を充実

平成18年度
ほ場整備（水田） 一部改定 ・環境配慮(景観、水質)に関する記述を充実

農 道 一部改定 ・環境配慮(景観)に関する記述を充実

平成17年度 排 水 制 定
・降雨及び排水の流出解析手法を充実
・環境との調和への配慮を追加

平成16年度 農 道 部改定
・舗装厚の設計手法を一部変更

平成16年度 農 道 一部改定
舗装厚 設 法を 部変更

・車道幅員の特例値と緩和条件を明記

平成15年度 農地地すべり防止対策 制 定
・新たに開発された調査手法等を追加
・環境との調和への配慮を追加

平成13年度 農 道 制 定
・交通量増大等農業交通の多様化に対応
・環境との調和への配慮を追加

平成12年度 暗きょ排水 制 定
・水田の汎用化に対応
・維持管理に関する記述を充実

成 年度 場整備 水 制 定
・大区画ほ場整備に関する記述を追加

平成11年度 ほ場整備（水田） 制 定
大区画ほ場整備に関する記述を追加

・環境との調和への配慮を追加

平成９年度 農業用水（畑） 制 定
・施設園芸の進展による営農・水利用形態の
多様化に対応

（参考）最近の主な動き

○「農業用水（水田）」の制定

「農業用水（水田）」については、平成５年の制定以降これまで17年が経過していたた
め、土地改良法の改正や食料・農業・農村基本計画の策定など情勢の変化に対応した内容
に改定し、平成22年７月に制定しました。
主な改定内容は以下のとおりです。

（１）既存施設の機能保全対策と更新等
更新事業の増加に対応するため、「既存施設の機能診断の実施」や「ライフサイク

ルコストを低減する観点から整備対象範囲や整備水準を設定し、補修・補強、更新等
の選択的な対策の実施の検討」など調査や計画策定に当たっての留意事項等の記述をの選択的な対策の実施の検討」など調査や計画策定に当たっての留意事項等の記述を
充実しました。

（２）環境との調和への配慮
「環境との調和への配慮に係る計画の策定」や「関係者の意向を把握し、有識者等

の指導・助言を踏まえ配慮方針を決定し具体的な対策を検討」など調査や計画策定に
当たっての留意事項等の記述を充実させました。



■農林水産省

５ お問い合わせ先

本ホームページの記載内容につきましてご質問等がございましたら、農林水産省本省
または最寄の農政局等へご連絡ください。

■農林水産省
農村振興局農村政策部農村環境課計画基準班
TEL：03-6744-2198（直通） FAX：03-3502-7587
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

東北農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：022-263-1111（代表） FAX：022-715-8217
〒980 0014 宮城県仙台市青葉区本町3 3 1〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

関東農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：048-600-0600（代表） FAX：048-740-0082
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

北陸農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：076-263-2161（代表） FAX：076-263-0256TEL：076 263 2161（代表） FAX：076 263 0256
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60

東海農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：052-201-7271（代表） FAX：052-220-1681
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

近畿農政局農村計画部資源課計画基準係近畿農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：075-451-9161（代表） FAX：075-451-3965
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町

中国四国農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：086-224-4511（代表） FAX：086-227-6659
〒700-8532 岡山県岡山市下石井1-4-1

九州農政局農村計画部資源課計画基準係
TEL：096-211-9111（代表） FAX：096-211-9812
〒860-8527 熊本県熊本市春日2-10-1

■北海道開発局
農業水産部農業計画課計画第２係
TEL：011-709-2311（代表） FAX：011-709-2145
〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目

■沖縄総合事務局
農林水産部土地改良課広域調査係
TEL：098-866-0031（代表） FAX：098-860-1194
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1


